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○沖縄県差別のない社会づくり条例施行規則 

令和５年３月31日規則第32号 

改正 

令和６年３月29日規則第29号 

沖縄県差別のない社会づくり条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、沖縄県差別のない社会づくり条例（令和５年沖縄県条例第13号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（不当な差別的言動に該当する表現活動が行われた旨の申出書） 

第３条 条例第11条第１項の規定による申出は、表現活動の内容を証するものを添えた本邦外出身

者等に対する不当な差別的言動に該当する表現活動が行われた旨の申出書（第１号様式）を知事

に提出して行うものとする。 

（公表しないことができる事項） 

第４条 条例第11条第１項ただし書の規定により公表しないことができる事項は、次の各号に掲げ

る場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 

(１) 公表することにより本邦外出身者等に対する不当な差別的言動の解消を阻害すると認める

場合 表現活動の内容の概要又は表現活動を行ったものの氏名若しくは名称 

(２) 表現活動を行ったものの所在が判明しない場合 表現活動を行ったものの氏名又は名称 

(３) 前各号のほか特別な理由があると認める場合 表現活動の内容の概要又は表現活動を行っ

たものの氏名若しくは名称 

（意見陳述の機会の付与） 

第５条 条例第11条第３項の規定による意見を述べる機会（以下「意見陳述の機会」という。）の

付与は、知事が口頭による意見陳述を認めた場合を除き、公表に係る表現活動を行ったものに、

その意見を記載した書面（以下「意見書」という。）を提出する機会を付与して行うものとする。 

２ 公表に係る表現活動を行ったものは、意見陳述を行うときは、証拠書類等を提出することがで

きる。 

（意見陳述の機会の付与の通知の方式等） 

第６条 知事は、意見陳述の機会を付与するときは、公表に係る表現活動を行ったものに対し、意
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見書の提出期限（口頭による意見陳述を認めた場合にあっては、その日時。第８条を除き、以下

同じ。）その他必要な事項を意見陳述通知書（第２号様式）により通知しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第11条第１項の規定による公表（同項ただし書及び第４条の規

定により表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表しないものに限る。）に係る表現活動を行

ったものであって、その所在が判明しないもの（以下この項及び次項において「所在不明者」と

いう。）に意見陳述の機会を付与するときは、意見陳述の機会の付与の通知を、所在不明者に対

し意見書の提出期限その他の前項の意見陳述通知書に記載する事項を電子メールその他の適切な

方法により通知し、又は知事が必要と認める表現活動の内容の概要並びに意見書の提出期限及び

提出先をインターネットを利用して公衆の閲覧に供することによって行うことができる。 

３ 意見陳述の機会の付与の通知を前項の規定によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供す

ることによって行う場合においては、同項に規定する事項を閲覧に供した日から２週間を経過し

たときに、当該通知が所在不明者に到達したものとみなす。 

４ 意見陳述の機会の付与の通知は、意見書の提出期限の２週間前の日までに行わなければならな

い。 

５ 意見陳述の機会の付与の通知を受けたもの（第３項の規定の規定により当該通知が到達したも

のとみなされるものを含む。以下「当事者」という。）は、やむを得ない理由がある場合には、

知事に対し、意見書の提出期限の変更を意見陳述期日変更申出書（第３号様式）により申し出る

ことができる。 

６ 知事は、前項の規定による申出又は職権により意見書の提出期限を変更したときは、当事者に

対し、変更後の意見書の提出期限を通知しなければならない。 

（口頭による意見陳述の記録） 

第７条 知事は、口頭による意見陳述を認めたときは、その指名する職員に意見陳述を記録させな

ければならない。 

２ 前項の規定により意見陳述を記録する者（次項において「意見記録者」という。）は、当事者

が口頭による意見陳述をしたときは、意見陳述調書（第４号様式）を作成しなければならない。 

３ 意見記録者は、口頭による意見陳述の終結後速やかに、意見陳述調書を知事に提出しなければ

ならない。 

（意見書の不提出等） 

第８条 知事は、当事者が正当な理由がなく意見書の提出期限までに意見書を提出せず、口頭によ

る意見陳述の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会を付与することを要し
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ない。 

（審議会の会長） 

第９条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務

を代理する。 

（審議会の会議） 

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（意見の聴取等） 

第11条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴

くことができる。 

２ 審議会は、条例第11条第１項の申出を行った者又は表現活動を行ったものに対し、資料の提出、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第12条 審議会の庶務は、こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課において処理する。 

（補則） 

第13条 第９条から第12条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３条から第８条まで及び第11条第２項

の規定は、令和５年10月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日規則第29号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。（後略） 
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第１号様式（第３条関係） 

 

第２号様式（第６条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 

 

第４号様式（第７条関係） 

 


